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                            平成７年３月７日制定 
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                            平成１０年４月１日改正 
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                            平成１５年４月１日改正 

                            平成１６年４月１日改正 
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                            平成２２年６月29日改正 

                            平成２３年４月１日改正 

                            平成２４年４月１日改正 

                            平成２５年４月１日改正 

                            平成２７年４月１日改正 

平成３１年４月１日改正 

令和２年１月１日改正 

令和３年４月１日改正 

 

 

 第１章 総則                               

 （趣旨）                                  

 第１条 この要綱は，新潟市の非常勤職員の報酬，その他就業に関する事項を定める

  ことにより，当該職員の適正な人事管理と福祉向上に資することを目的とする。 

 ２ 非常勤職員の取扱いについては，法令その他の別の定めがある場合を除くほか， 

  この要綱の定めるところによる。 

 



（定義） 

第２条 この要綱において，非常勤職員（以下「職員」という。）とは，地方公務員 

  法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する職務の性質上勤務時 

間を定めることが適当でない職員をいう。 

 ２ 削除 

 （職名）                                  

第３条 職員の職名は，非常勤嘱託とする。ただし，特別の事情によりこれによりが

 たい場合は，この限りではない。 

 

 第２章 任用                               

 （任用）                                  

 第４条 職員は，年齢１８歳以上６０歳未満の者のうちから職務遂行上適当と認める

  ものを選考のうえ，市長が任命する。ただし，当該上限年齢以上の者であっても，

  特別の事情により，市長が認めるものにあっては，任命できるものとする。  

２ 地方公務員法第１６条各号の一に該当する者は任用しない。 

 （任用期間）                                

第５条 職員の任用期間は１年以内とする。ただし，当該期間は会計年度を超えない 

  ものとする。 

 ２ 前項の任用期間は，市長が公務の能率的運営を確保するため必要があると認める 

  者について更新することができる。この場合において，前条の規定を準用する。 

  ３  前項により更新する場合は，通算して５年を限度とする。ただし，資格・免許を 

    要するなど特に採用が困難である等，市長が特に必要と認める職員はこの限りでな 

    い。 

 ４ 前３項の規定にかかわらず，市長が特に認める職員には，期間を定めないで任用 

することができる。 

 （離職） 

 第６条 職員は任用期間の中途で退職しようとする場合は，退職しようとする日の３０ 

日前までに市長に願い出なければならない。 

 ２ 職員が次の各号の一に該当する場合，市長は労働基準法（昭和２２年法律第４９ 

  号）第２０条の規定するところにより，当該職員を解職することができる。 

  ① 勤務成績が良くない場合                       



  ② 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合 

  ③ 事務又は事業の運営上，任用を継続する必要がなくなった場合 

  ④ 法令，本市の条例，規則等又はこの要綱に違反した場合 

  ⑤ 職務上の義務に違反し，又は職務を怠った場合 

  ⑥ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

  ⑦ 前各号に定めるもののほか，勤務させることが不適当と認められた場合 

 ３ 職員は，任用期間の中途で第４条第２項に該当するに至った場合は，その職を失 

  う。 

 ４ 職員は任用期間が満了した場合は，当然に離職する。 

 

 第３章 勤務時間・休暇等 削除                       

第７条から第１４条まで 削除 

  

 第４章 報酬等                              

 （報酬）                                  

 第１５条 職員に，新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年 

  新潟市条例第４号。以下「非常勤職員条例」という。）に基づき，報酬を支給する。

２ 削除 

 第１６条 削除 

 （報酬の日割計算及び減額） 

第１７条 職員が月途中に任用又は離職（死亡した場合を除く。）した場合の報酬は， 

一般職常勤職員の例により日割計算により支給する。 

 ２ 削除 

 ３ 職員が月途中に死亡した場合の報酬は，その月の全額を支給する。           

 ４ 第１項に規定する以外の職員の前３項各項に掲げる場合の報酬の支給は，非常勤 

  職員条例第３条第５項第２号の規定するところによる。 

 第１８条 削除 

第１９条 削除 

 第２０条 削除 

 第２１条 削除 

 



 （費用弁償） 

 第２２条 職員の費用弁償については，非常勤職員条例の規定するところによる。 

 第２３条 削除 

 

 第５章 服務 

 （服務の基本） 

 第２４条 職員は，全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し，かつ，誠実に職 

  務を遂行しなければならない。 

 （法令等の遵守） 

 第２５条 職員は，職務を遂行するに当たって，法令，条例，規則及び規程に従うと 

  ともに，上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（禁止行為） 

 第２６条 職員は，公務員としての信用を傷つけ，又は市の不名誉となるような行為 

  をしてはならない。 

（秘密の保持） 

 第２７条 職員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。離職後も同様とする。 

（職務に専念する義務） 

第２８条 職員は，市長が特に認める場合を除き，職務の遂行に全力を挙げて専念し 

  なければならない。 

第２９条 削除 

 

 第６章 福利・厚生 

 （公務災害補償等） 

 第３０条 職員の公務災害補償については，新潟市の議会の議員その他の非常勤の職 

  員の公務災害補償に関する条例（昭和４２年新潟市条例第３３号）又は労働者災害 

  補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定するところによる。 

 （社会保険の適用） 

 第３１条 職員は，健康保険法（大正１１年法律第７０号），厚生年金保険法（昭和 

  ２９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定する 

  ところにより，社会保険に加入するものとする。 

 



 （健康診断） 

 第３２条 職員の健康診断については，労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

の規定するところによる。 

（新潟市職員互助会への加入） 

 第３３条 職員の新潟市職員互助会への加入については，当該互助会の規定するとこ 

  ろによる。 

 

 第７章 補則 

（委任） 

第３４条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項については，総務部長が別に定 

  める。 

 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において非常勤職員であ 

  った者で，引き続き施行日において職員であるものは，第５条第２項に基づき任用 

  期間が更新されたものとみなし，第１号非常勤職員及び第２号非常勤職員にあって 

  は，次の区分による日数を第１０条第４項の年次有給休暇の「残日数」とみなして 

  同項を適用する。 

  ⑴ 平成６年４月１日以降任用された職員 施行日の前日までの継続する任用月数 

   に応じそれぞれ別表第１に掲げる年次有給休暇の日数に２分の１を乗じて得た日 

   数（小数点以下の端数は切り上げる。） 

  ⑵ 前号以外の職員 別表第１に掲げる年次有給休暇の日数 

    附 則 

  この要綱は，平成７年１２月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は，平成９年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 



    附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日において一般非常勤職員である者で，改正後の第２条 

  第２項の規定により，新たに再雇用非常勤職員となる者については，第１８条に規    

  定する勤務年数加算及び第２３条に規定する退職慰労金は，なお，従前の例による。 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市非常勤職員要綱第１１条第１項第８号の規定は，この要綱の施行 

 の日（以下「施行日」という。）以後新たに取得する休暇（再度取得する場合を含 

  む。）から適用し，施行日の前日までに施行日以後も休暇を継続して取得する承認 

  を受けている場合における施行日以後の当該休暇の期間については，なお従前の例 

  による。 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市非常勤職員要綱第５条第３項の規定は，この要綱の施行の日（以 

  下「施行日」という。）以後の新規の採用者について適用し，施行日以前に採用さ 

  れたもの（施行日以前に採用され市長の認める特別の事由等により退職した後，あ 

   らためて施行日以後に採用されたものを含む）は，なお，従前の例による。 

    附 則 

  この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成１７年３月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日から当分の間，市長が特に認める第１号非常勤職員にあっては， 



第２条第１項第１号の規定にかかわらず，本市の一般職常勤職員の勤務時間の４分の 

３を超えて勤務させることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成１９年３月３１日に在職する第１８条に規定する職員（同日付で解職又は離職す 

る者を除く）に退職慰労金の清算額を給付する。 

３ 前項の規定する退職慰労金の清算額は従前の例により算出された平成１９年３月３１ 

 日現在の額とする。 

附 則 

  この要綱は，平成１９年９月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。ただし，第１１条第１項第２号の規定 

は同年５月２１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２２年６月３０日から施行する。ただし，第１０条第４項の改正規 

 定は，同年６月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に，改正前の第１１条第１項第１２号の規定により与えられた 

休暇は，改正後の第１１条第１項第１２号の規定により与えられた休暇とみなす。 

附 則 

  この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

    附 則 

   この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

    附 則 

   この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 



    附 則 

   この要綱は，令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 


